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学校生活のきまり 

  

 

１．登校・下校について 

① 登校時刻は、８：１０～８：２０の間です。 

 ② 安全のため、登校の途中で忘れ物などに気づいても、取りに帰らないようにさせて

ください。登校後も同じです。 

 ③ 決められた通学路を守り、寄り道をしないで、安全に気をつけて登下校するように

させてください。 

 ④ 安全上、下校後に忘れ物は取りに来ないようにさせてください。 

 ⑤ 終礼後、会議のない日は午後３時５０分まで運動場で遊んでも構いません。完全下

校時刻は、午後４時とします。遅くなる時は、担任から保護者にお知らせします。 

 ⑥ 授業終了後の待ち合わせ場所に職員室前ソファーは使用しないでください。 

 ⑦ 早退する場合は、子どもだけの下校はできません。ご家庭の誰かのお迎えをお願い

します。 

２．服装・持ち物について 

 ① 学校での服装は、標準服・標準帽・名札を着用させてください。 

 ② 靴下はひざ下までの長さのものとし、飾りのないものにしてください。なお、入学

式や卒業式などの儀式的行事の際は無地の白色のものとしてください。 

 ③ かばんは、卒業までランドセルを使用します。つぶれた時は、卒業生からのリサイ

クルを譲り受けるなどの措置を取るようにしてください。 

 ④ 自分の持ち物には、必ず名前を書くようにしてください。 

⑤ 筆箱は、学習に支障のないものにさせてください。中身は、鉛筆５～６本、消しゴ

ム、ものさし、赤鉛筆、青鉛筆を基本とします。ペンは使用しません。 

⑥ 学習に必要のない物（お金・おもちゃ・キーホルダーなど）は持って来ないように

させてください。シャープペンシルは使用しません。 

 ⑦ 手袋・マフラーは使用可です。個人差があるので使用時期は決めません。ただし、

使用は登下校時のみです。 

 ⑧ 寒い季節には、標準服の中にセーター・ベストを着用しても構いません（ただし、

無地の紺・黒・グレーが望ましい）。体調に合わせて、ジャンバー・タイツ・レギン

ス等の着用も可です。その場合は、連絡帳などで担任まで知らせてください。 

  ※セーターを着用する場合は、必ずブレザーを着てください。 

 ⑨ 下靴は運動しやすく、脱いだり履いたりしやすい靴にさせてください。また、上靴

には名前以外書かず、キャラクターなどの描かれていない、白を基調とした無地のも

のにさせてください。 

⑩ 水筒は、１年間を通して持ってきても構いません。また、人のお茶を飲まないよう

にさせてください。 

⑪ 長い髪をとめる際は、ヘアピンやカチューシャなどでなく、飾りのないゴムを使用

してください。なお、儀式的行事の際は黒・紺・茶色のものとしてください。 

⑫ 髪の毛は染めないようにさせてください。 

⑬ 携帯電話は持ってこないようにさせてください。 
 
 
上記の内容に関して、配慮が必要な事情など 
ありましたら、必ず事前に学校へご連絡を 
よろしくお願いいたします。 


